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１．国民健康保険事業費納付金の算定方法等に関する検討状況                     
 
１．納付金等の算定に係るこれまでの検討経過 
（１） 平成 28年４月 28日 

厚生労働省から、「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方
法について」（ガイドライン発出） 

 
（２）平成 28年 11月 25日 

納付金の算定方法等に係る基本的考え方等について市町村と協議を行い、了
承を得た。 

 
（３）平成 29年１月 20日（第１回福岡県国民健康保険運営協議会） 

・国民健康保健事業費納付金の算定について諮問 
・「国保事業費納付金等の算定にあたっての基本的考え方」について付議。 

 
（４）厚生労働省において、制度設計の詳細についての検討が続けられており、所得

水準の調整方法の変更など、納付金等の算定ガイドラインの見直しが表明された。 
また、納付金等の算定に向けた公費の考え方の提示が、平成 29年度になるこ

とが明らかにされた。 
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１．国民健康保険事業費納付金の算定方法等に関する検討状況         
 
 
 
 
２ 本日の御説明内容 
 
現行のガイドラインを前提に、納付金の算定方法に関する４つの論点（後述）と、

それに対する市町村協議を経た採用案について御説明。 
 
なお、厚生労働省のガイドラインの見直しを含む検討状況等を確認しながら、引

き続き、算定方法について市町村協議を実施し、次回の運営協議会において、算定
方法の全体像をお示しする予定。 
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２．国民健康保険事業費納付金の算定方法等について                     
１．検討にあたっての基本的な考え方               〔平成 29.1.20運協 1-4 P2〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県では、各市町村間で医療費水準に違いがあり、また、各市町村の保険料（税）水
準は、必ずしも医療費水準に見合ったものとなっていないため、保険料（税）水準に格差
が生じている。今回の国保改革は、このような現状を踏まえて実施する必要がある。 
また、現状で保険料（税）を均一化した場合には、医療費水準に関わらず住民負担が均

一化し、各市町村の医療費適正化の努力が反映されないこととなる。 
 

１ 
平成 30年度から施行される国保改革に対しては、 
県内の市町村国保の現状を踏まえて対応 

 

１を踏まえ、平成 30年度、直ちには保険料（税）の県内均一化は行わないこととする。 
なお、保険料（税）の県内均一化については、納付金額の設定や医療費適正化の取組み

を通じ市町村の医療費水準の平準化を図り、中長期的に緩やかに図っていくこととし、今
後、県において定める国保運営方針に、その方向性等について、記載することとする。 

２ 
平成 30年度直ちには保険料の県内均一化は行わない。 
市町村の医療費水準を平準化し、中長期的に均一化。 

 

将来的な県内の保険料（税）水準の統一を見据えながら、まずは医療費水準に見合った
保険料（税）水準となるよう、納付金及び標準保険料率の算定に医療費水準の差異を反映
させるものとする。 

３ 
公平な被保険者の負担となるよう、所得水準と医療費水準に応じて、 
各市町村で納付金を分担。 
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２．国民健康保険事業費納付金の算定方法等について                     

２．算定イメージ    

 

【ステップ1】

← 応益分 → ← 応能分 →

※応益分と応能分は、全国平均と比較した都道府県の所得水準により設定（原則）

※

c"c' b"

Ｃ市町村

a' b' a"

Ａ市町村

Ｂ市町村

a'

b'

a"

c"c'

b"

納付金算定基礎額を、応益分と応能分に区分し、応益分は、各市町村の被保険者数や世帯数、応能
分は、所得総額や固定資産税総額が県全体に占める比率により按分し、各市町村に割り当て

応益シェア（被保険者数、世帯数）、応能シェア（所得総額、固定資産税総額）に応じて負担
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※イメージ 

 
 

〔医療費水準を加味する前〕 

○応益分については、被保険者１人あたりの納付金負担額は、同額 
○応能分については、所得金額に対する納付金の負担割合は、同率（所得水準に応じた負担） 

 

加入者は、所得水準に応じて、公平に負担。 

被保険者数
納付金

（応益分）
1人あたり
負担額

所得金額
納付金

（応能分）
平均

負担割合
納付金
（合計）

（千人） シェア （百万円） シェア （円） （百万円） シェア （百万円） シェア （百万円）

Ａ市町村 480 48% 24,000 48% 50,000 140,000 35% 14,000 35% 10.0% 38,000

Ｂ市町村 200 20% 10,000 20% 50,000 160,000 40% 16,000 40% 10.0% 26,000

Ｃ市町村 320 32% 16,000 32% 50,000 100,000 25% 10,000 25% 10.0% 26,000

合計 1,000 100% 50,000 100% 50,000 400,000 100% 40,000 100% 10.0% 90,000

※モデル上、応益分は、被保険者数を用いている。 ※モデル上、応能分は、所得金額を用いている。

納付金算定基礎額　900億円

応益分　500億円 応能分 400億円
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２．国民健康保険事業費納付金の算定方法等について           

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ２】

1) 1人あたり医療費が県平均よりも低い

納付金が割引かれ、負担減少

2) １人あたり医療費が県平均よりも高い

3) １人あたり医療費が県平均並

調整は生じず、平均的な負担

Ａ市町村

Ｂ市町村

Ｃ市町村

納付金が割増しされ、負担増大

【ステップ１】で算定した額を、年齢調整後の医療費水準に応じて調整。
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※イメージ 

 

〔年齢調整後の医療費水準を反映〕 

○医療費水準が低い市町村は、納付金の負担が減少 
○医療費水準が高い市町村は、納付金の負担が増加   保険料に反映 
○１人あたり負担額、平均負担割合についても同様 

 

医療費水準の差を反映させることで、医療費水準に応じた、より公平な負担へ。 

 

被保険者数
納付金

（応益分）
1人あたり
負担額

所得金額
納付金

（応能分）
平均

負担割合
納付金
（合計）

（千人） シェア （百万円） シェア （円） （百万円） シェア （百万円） シェア （百万円）

0.9180 Ａ市町村 480 48% 22,032 45% 45,900 140,000 35% 12,852 32% 9.2% 34,884

1.1198 Ｂ市町村 200 20% 11,198 23% 55,992 160,000 40% 17,917 44% 11.2% 29,116

1.0000 Ｃ市町村 320 32% 16,000 33% 50,000 100,000 25% 10,000 25% 10.0% 26,000

合計 1,000 100% 49,230 100% 49,230 400,000 100% 40,769 100% 10.2% 90,000

※モデル上、応益分は、被保険者数を用いている。 ※モデル上、応能分は、所得金額を用いている。

応益分　500億円 応能分 400億円

医療費
水準

納付金算定基礎額　900億円
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２．国民健康保険事業費納付金の算定方法等について            

 

３．算定方法に関する論点 

 

（１）国民健康保険事業費納付金    

       

 

 

（２）国民健康保険事業費納付金及び市町村標準保険料率    

       

 

 

 

       

 

 

※ ポイント２～４については、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分についてそ

れぞれ設定。 

        ２方式、３方式、４方式のいずれを採用するか 
        （均等割、平等割、所得割、資産割の比率をどうするか） 
ポイント２ 

        賦課限度額をいくらにするか ポイント４ 

        医療費水準の格差をどの程度反映させるか ポイント１ 

        応益分と応能分の比率をどうするか ポイント３ 
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○算定イメージ（抜粋） 

 

 

 

← 応益分 → ← 応能分 →

※応益分と応能分は、全国平均と比較した都道府県の所得水準により設定（原則）

2) １人あたり医療費が県平均よりも高い

a' b' c' a" b" c"

Ｂ市町村 納付金が割増され、負担増大

Ｂ市町村 b' b"

ポイント３

ポイント１
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２．国民健康保険事業費納付金の算定方法等について            

 

（１）国民健康保険事業費納付金    

       

 

○採用案：調整を行わず、医療費水準の格差をそのまま反映させる。 

 

【理由等】 

 ・ 国ガイドラインでは、県内市町村間で、医療費水準に差異がある県においては、医療費

適正化機能が積極的に発揮されるよう、格差をそのまま反映させることが原則とされてい

る。（医療費指数反映係数α＝１） 

 ・ 医療費水準に差異がある中で調整を行った場合、医療費水準の高い市町村の住民の負担

は緩和されるが、医療費水準を反映して負担の公平を確保するという理念が崩れる。 

 ・ 医療費が低いことの利点が削がれるため、市町村の医療費適正化への取組意欲をも削ぐ

おそれがある。 

 ・ なお、新たな制度への移行により、被保険者の負担が著しく上昇する場合には、激変緩

和措置について別途検討する。  

        医療費水準の格差をどの程度反映させるか ポイント１ 



- 11 - 

 

【参考】①年齢調整後の医療費指数（平成25～27年度の３ヵ年平均）･･･格差 約1.27倍 

 
 

②医療費水準の差異を半分にした場合のイメージ･･･格差 約1.14倍 
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２．国民健康保険事業費納付金の算定方法等について           

（２）国民健康保険事業費納付金及び市町村標準保険料率    

       

 

 

○採用案：<１>市町村標準保険料率の算定方式は、全て３方式とする。 

 

【理由等】 

・ 市町村標準保険料率は、将来的な都道府県統一の水準を目指し、以下の２つの役割を  

担うこととされている。 

 各市町村のあるべき保険料水準の見える化を図る。 

 各市町村の具体的に目指すべき、直接参考にできる値を目指す。 

 ・ 県内の多くの市町村で、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のいずれも３方式

が多く採用されており、新制度に移行する平成 30 年度において、具体的に目指すべき参

考値として適当である。 

また、市町村が実際に賦課する保険料率と比較しやすい点で、参考指標として優れてい

る。 

 

        ２方式、３方式、４方式のいずれを採用するか 
        （均等割と平等割、所得割と資産割の比率をどうするか） 
ポイント２ 
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○採用案：<２> 国民健康保険事業費納付金の算定方式も、市町村標準保険料率と同

じ３方式とする。 

 

【理由等】 

・ 納付金の算定方式と市町村標準保険料率の算定方式が同じ方式の場合、各市町村の医療

費水準が同一となった際に、市町村標準保険料率の基礎部分は、全市町村で同額・同率と

なる。このため、住民負担の面からは、公平性が確保され、将来の保険料の県内均一化の

障害とならない。 

・ 市町村標準保険料と納付金の間に対応関係があることを踏まえると、納付金の算定方式

についても、市町村標準保険料率の算定方式と同じ方式としたほうが、それぞれの応益・

応能の対応関係が明らかとなり、制度として簡明である。 
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２．国民健康保険事業費納付金の算定方法等について           

【参考】 

 

被保険者
数

納付金
（均等割分）

1人あたり
負担額

世帯数
納付金

（平等割分）
世帯あたり

負担額
所得金額

平均
負担割合

（千人） シェア （百万円） シェア （円） （千世帯） シェア （百万円） シェア （円） （百万円） シェア （百万円） シェア

Ａ市町村 480 48% 14,400 48% 30,000 440 55% 11,000 55% 25,000 140,000 35% 14,000 35% 10.0%

Ｂ市町村 200 20% 6,000 20% 30,000 120 15% 3,000 15% 25,000 160,000 40% 16,000 40% 10.0%

Ｃ市町村 320 32% 9,600 32% 30,000 240 30% 6,000 30% 25,000 100,000 25% 10,000 25% 10.0%

合計 1,000 100% 30,000 100% 30,000 800 100% 20,000 100% 25,000 400,000 100% 40,000 100% 10.0%

被保険者
数

保険料基礎
（均等割分）

（備考）
1人あたり

世帯数
保険料基礎
（平等割分）

（備考）
世帯あたり

所得金額

（千人） シェア （百万円） シェア （円） （千世帯） シェア （百万円） シェア （円） （百万円） シェア （百万円） シェア

(0 .28) (0 .22)

Ａ市町村 480 48% 14,400 48% 30,000 440 55% 11,000 55% 25,000 140,000 35% 14,000 35% 10.0%

(0 .33) (0 .17)

Ｂ市町村 200 20% 6,000 20% 30,000 120 15% 3,000 15% 25,000 160,000 40% 16,000 40% 10.0%

(0 .31) (0 .19)

Ｃ市町村 320 32% 9,600 32% 30,000 240 30% 6,000 30% 25,000 100,000 25% 10,000 25% 10.0%

(0 .30) (0 .20)

合計 1,000 100% 30,000 100% 30,000 800 100% 20,000 100% 25,000 400,000 100% 40,000 100% 10.0%

※モデル上、Ａ～Ｃ市町村の医療費水準は、同一として想定し、均等割：平等割＝30：20。

※実際の標準保険料率の算定にあたっては、各市町村の納付金額算出後、所定の計算を経て、標準保険料総額を算出するが、本モデルでは簡略化。

納付金算定基礎額　900億円

応益分　500億円 応能分 400億円

平等割分　200億円

納付金
（応能分）

（参考）
平均
割合

均等割分　300億円

標準保険料率の算定基礎へ

保険料基礎
（応能分）
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○採用案：<３>均等割と平等割の比率は、６：４とする。 

【理由等】 
 ・ 算定方式が３方式なので、応能分における所得割と資産割の比率は10：０となる。 
   また、応益分については、県内市町村の現状を踏まえ、30：20＝６：４とする。 

 

【参考】国民健康保険料（税）の賦課割合（平成27年度） 

 

（単位：団体、％）

均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割

(30.61) (19.39) (31.08) (18.92) (35.85) (14.15)

32.04 20.30 46.92 0.74 32.16 19.57 47.93 0.34 38.08 15.03 46.74 0.15

再計 - - -

【方式別】

(30.82) (19.18) (30.31) (19.69) (30.85) (19.15)

31.00 19.29 45.17 4.54 30.82 20.02 43.98 5.18 34.95 21.70 39.08 4.27

(30.54) (19.46) (30.90) (19.10) (29.65) (20.35)

32.22 20.53 47.25 32.17 19.88 47.95 30.97 21.25 47.78

(32.17) (17.83) (33.01) (16.99) (30.47) (19.53)

33.70 18.68 47.62 33.99 17.50 48.51 32.19 20.64 47.17

２方式団体 1 43.32 56.68 2 37.02 62.98 19 54.76 45.24

標準割合 - 35.00 15.00 40.00 10.00 - 35.00 15.00 40.00 10.00 - 35.00 15.00 40.00 10.00

※応益割合中、均等割、平等割の上段（　）書は、応益割合の中での配分割合である。（標準割合と対比するため、応益割合全体は、50としている。）

区分

医療分 後期高齢者支援分 介護分

団体数
応益割合 応能割合

団体数
応益割合 応能割合

団体数
応益割合 応能割合

52.34 47.66 51.73 48.27 53.11 46.89

県平均 - - -

４方式団体平均 24 13 12

３方式団体平均 35 45 29

（政令市除く） 33 43 27
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２．国民健康保険事業費納付金の算定方法等について           

 

 

○採用案：応益分:応能分＝１：国が示す係数（所得係数β）とする。 

【理由等】 

 ・ 所得係数βは、各都道府県の所得水準を反映する係数である。新たな制度の下でも、都

道府県間の所得水準の差異について、国交付金による財政調整が行われる。 

   所得水準にかかる財政調整制度と整合を図るため、医療分、後期高齢者支援金分、介護

納付金分、それぞれごとに国が示す係数をそのまま用いる。 

 

（参考）平成28年度所得係数 

医療分：0.770921、後期高齢者支援金分：0.788574、介護納付金分：0.761365 
 

 

 

○採用案：国の政令基準とする。 

【理由等】 

 ・ 県内全市町村において、賦課限度額は国の政令基準のとおりとなっている。 
    

（参考）平成28年度 

  医療分：54万円、後期高齢者支援金分：19万円、介護納付金分：16万円  

        賦課限度額をいくらにするか ポイント４ 

        応益分と応能分の比率をどうするか ポイント３ 
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〔厚生労働省作成資料〕 

（注２） 保険料率等は、旧ただし書・４方式を採用する平成25年度全国平均値で試算。平成25年度所得割率 8.35%、資産割額 14,674円、均等割額 28,644円、世帯割額 27,297円。
同様の考え方で平成28年度の限度額に達する収入を試算すると、3方式の場合には給与収入約930万円/年金収入約920万円、2方式の場合には給与収入約1,130万円/年金収入約1,110万円となる。

○ 国保料（税）の賦課（課税）限度額については、被用者保険におけるルール（※）とのバランスを考慮し、当面は超過世帯割合が
1.5％に近づくように段階的に賦課限度額を引き上げていく。
※最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が1.0％～1.5％(平成28年度より0.5％～1.5％)の間となるように法定されている。

○ ただし、低中所得層の多い市町村においては、相対的に所得の低い世帯の保険料額が賦課限度額に該当することもあること
から、引上げにあたっては、各市町村の意見や対応状況等を踏まえ、引上げ幅や時期を判断する。

○ 平成28年度においては、基礎賦課分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分の限度額超過世帯割合のバランスを考慮し、
基礎賦課分を２万円、後期高齢者支援金等分を２万円の計４万円を引き上げ。（介護納付金分は据え置く）

平成28年度の国保保険料(税)賦課(課税)限度額の見直し

※ 限度額（医療分）に達する収入及び所得 （注１、注２）
（基礎賦課（課税）分＋後期高齢者支援金等分）

給与収入約1,000万円／年金収入約980万円
（給与所得約780万円／年金所得約780万円）

（注１） 給与収入又は年金収入を有する単身世帯で試算。

保
険
料
（税
）額

７割軽減
５割

２割

上限額（引上げ前）

上限額（引上げ後）

中間所得層の被保険者の負担に配慮

【平成28年度 ：医療分 73万円】

【平成27年度 ：医療分 69万円】

【平成27年度】 【平成28年度】

応能分50％
（所得割・資産割）

応益分50％
（均等割・世帯割）

所得

給与収入約1,040万円／年金収入約1,030万円
（給与所得約820万円／年金所得約820万円）

●限度額超過世帯の割合（平成28年度(推計)）(注)

(注) 平成25年度国民健康保険実態調査に基づき、28年度における状況を推計したもの。

● 国保料（税）賦課（課税）限度額の見直し（平成28年度）

見直し前

見直し後
（見直し幅）

基礎賦課
（課税）分

52万円

54万円
（+ 2万円）

後期高齢者支援
金等賦課（課税）分

17万円

19万円
(+ 2万円)

介護納付金
賦課（課税）分

16万円

16万円
(増減なし)

合 計

85万円

89万円
(+ 4万円)

医療分
（計）

69万円

73万円
(+4万円)

限度額

見直し前

見直し後

基礎賦課
（課税）分

2.79％

2.60％

後期高齢者支援
金等賦課（課税）分

3.04％

2.47％

介護納付金
賦課（課税）分

2.44％

2.44％

合 計

2.38％

2.18％

医療分
（計）

2.84％

2.55％
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３．国民健康保険事業費納付金の算定方法等について            

 

４．今後の主な検討課題 

 

○国のガイドライン見直し等を踏まえた、算定方法の詳細 

 

○公費のあり方を踏まえた、制度変更に伴う激変緩和措置 

 

○財政安定化基金の運用 

 

○その他、必要な事項 
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〔厚生労働省作成資料〕 

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

○％以内

都道府県繰入金に
よる激変緩和措置

A市 B市 C市 D市

激変緩和措置のイメージ

ア．市町村ごとの納付金の額を決定する際の配慮

イ．都道府県繰入金による配慮

ウ．特例基金による配慮

集めるべき保険料額 平成29年度

平成30年度
（激変緩和措置を加味しない算定方式の場合）

平成30年度
（激変緩和措置を加味した算定方式の場合）

保険料額の急上昇 激変緩和措置

本来の算定方式
における保険料額

仮にＤ市のような自治体が多
数あった場合、当該県におい
て必要となる激変緩和用の都
道府県繰入金総額の推移

30年度 31年度 32年度 33年度

都道府県繰入金を激変緩和用として
多く活用する場合、他の市町村の納
付金を増加させる影響が大きいこと
から、激変緩和用の特例基金を活用
する。

⇒各都道府県の状況に応じ、適切
な規模を適切な年度に繰り入れ

30年度 31年度 32年度 33年度

激変緩和
措置不要

当該年度の保険料額
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３．国民健康保険事業費納付金の算定方法等について            

〔厚生労働省作成資料〕（一部修正） 
財政安定化基金の設置

都道府県・市町村

貸付

交付

財
政
安
定
化
基
金

（都
道
府
県
に
設
置
） 償還

給付増分

保険料で賄う部分

保険料
未納分

※ 創設時

○ 財政の安定化のため、給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備え、一般財源から
の財政補填等を行う必要がないよう、都道府県に財政安定化基金を設置し、都道府県及び市町村に対
し貸付・交付を行うことができる体制を確保する。

○ 貸付・・・各年度、財源不足額を貸付。原則３年間で償還（無利子）

○ 交付・・・特別な事情が生じた場合、モラルハザードが生じないよう留意しつつ、財源不足額のうち保
険料収納不足額×１／２以内を交付

特別な事情に該当する場合 ･･･災害、景気変動等（詳細は、今後地方と協議の上、政省令で規定）

１．趣旨

２．内容

○ 2,000億円規模をめざし、国費で創設・順次積増しすることとし、平成27年度は200億円、平成28年度
は400億円、平成29年度1,100億円（予算）を措置。

○ 交付分に対する補填は各都道府県が決定。
※国・都道府県・市町村（保険料、交付を受けた当該市町村が負担することを基本）で１／３ずつ補填

３．基金規模等

保険料

国
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〔厚生労働省作成資料〕 

財政安定化基金による貸付・交付（イメージ）

○ 財政の安定化のため、給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備え、一般財源からの財政補填等を行う必要がないよう、
都道府県に財政安定化基金を設置し、都道府県及び市町村に対し貸付・交付を行うことができる体制を確保する。
⇒キャッシュフロー不足への対応が基本

趣旨

市町村において収納不足が生じた場合 都道府県全体で給付増が生じた場合

市
町
村
保
険
料
収
納
見
込
額

貸付

交付

都道府県国
市町村

（保険料）

・当該市町村が償還

・特別な事情の場合

・不足分の1/2以内
⇒都道府県が

適切に判断

・当該市町村が補填す
ることが基本

・非自発的失業者に対する保険料軽減
・災害（東日本大震災など）

〈 〉特別調整交付金
から交付する場合

・多数の被保険者の生活に影響を与える災
害（台風、洪水、噴火など）の場合

・地域企業の破綻や主要産物の価格が大幅
に下落するなど地域の産業に特別な事情
が生じた場合

・その他、上記に類するような大きな影響が
多数の被保険者に生じた場合

〈 〉財政安定化基金
から交付する場合

医
療
給
付
費
見
込
額

医
療
給
付
費
実
績

保
険
料
収
納
額

貸付

※定率国庫負担等

・都道府県が翌年度以降
納付金に含めて徴収し償還

・災害（東日本大震災など）
・流行病（インフルエンザなど）
・特殊疾病

〈 〉特別調整交付金
から交付する場合

・給付費見込みの誤り（上振れ）
・一人当たり医療費の伸び 等
※実績が下振れした場合には、

国保特会の積立金として繰り越さ
れることとなる

〈 〉財政安定化基金
から貸付する場合

・収納率の減少、
・被保険者数の減少

（総所得額の減少を含む）

〈 〉財政安定化基金
から貸付する場合

 


